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介護保険制度について

平成11年３月２８日、厚生省から講師をお招

きして「介護保険制度」の学習会を開催しま

した。以下は、その時の講演の内容です。

今|目ま、難病の関係の皆様方の公ですので、

「川梢と介護似険」という点に･兵点を置いて

お､冊をしたいと思います。介､波保険即J度は、

束年（平成12年）４月Ｉ目施行ですので、残す

　　

ろ１年という段附です。=t石印川係名･も、

「1年」という丁度よい区切りでもありますの

で、新聞やテレビでも、今週いろいろなマス

コミが「あと１年」と服道するのではないか

と思います。1年というのがどのような状況

かと巾しますと、爪本的な枠組みというのは

この段階で概ね決まっていなければいけない
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とかねてから思っておりまして、そういう点

では、スケジュール的にはほぽ卜定通りの所

に来ていると思います。具体的に申しますと、

介護保険の法律゛の省議の際にもｊわれたこと

ですが、300 位の政省令や内示で具体的な中

身が決まってきます。法律そのものには人ま

かな規定をもっておりますので、そこの理｡念

怖についてある程度枠を作ったﾄ｡で、細かな

運川という点では政令、宵令、説示と呼ばれ

る、いずれも法律･とは･休不可分の規定のも

ので、只体的な中身を決めていくという作業･

が必要になっております。この政竹令や内示

と呼ばれる､'｡ﾆ|;うyびnumなjtE才mぐiうaを丿■J
jll'fし
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しますと、昨年（平成jO年）の12月末に制令

が定められ、「特定疾病」と呼ばれる病気を

規定したり、保険料の徴収方法や徴収額をど

のように設定するかについても決められまし

た。それから、年が明けて、ほぽ毎週のよう

に開かれていました審議会で、サービスを行

う事諜者、例えばホームヘルプを行う事業者

や、訪問看護ステーションの指定要件をどの

ようにしていくか。あるいは、特別養護老人

ホーム、老人保険施設、療養型病床群と呼ば

れる病院などで、どのような設備の基準を設

けるのか。例えば1人当たりの病室の大きさ、

医師や看護職員・介護職員の数、食堂や浴室

などの必要な設備の基準について、これはい

ずれも省令にかかる部分ですが、これらがい

ずれも決められています。３月中に省令や告

示を示すことにしており、官報にまもなく載

るという時期になっています。従って、政省

令が300位あるという中の８割程度は決まっ

ているとお考えいただければ良いと思いま

す。残っているものは何かと中しますと、利

用者から見ると大きな問題かと思いますが、

要介護認定の基準です。それから、地域にど

れくらいのベッドが必要か、どれくらいのヘ

ルパーが必要かという、介護保険事業計画と

呼ばれるものの中の参酌標準（ガイドライン）

２
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が、今後間もなく決まってくるんだろうと

　

思います。これで、概ね決まったかと申し

　

ますと、最大の問題が決まっておりません。

　

それは何かというと、お金の話です。例え

　

ば、ホームヘルパーのサービスを受けると

　

１回いくらかかるのか。あるいは、病院に

　

１[]入院するといくらくらいお金を払わな

　

ければならないのか。このようなものを介

　

護報酬に裏付けられて、それぞれの要介護

　

度別に、在宅であればいくらくらいのサー

　

ビスが受けられるのか。それについては、

単価を積み上げた形で支給限度額が決ま

くるわけですが、月々、例えば要介護度5の

人がいくらくらいのお金を使うことが出I来る

のかということについても、連動しておりま

すので、ｊつずつのサービスの単価が決まら

ないとＩヶ月当たりいくらくらいの額を使っ

てよいかということは決まりません。従って、

いくらくらいお金を払うかということが決ま

っていないので、逆にいうと保険料も決まら

ないんです。つまり、お金の関係については

現時点では一切決まっていないということで

す。これはひどいではないか。早く決めてく

れ。いくらくらいになるのか目安がないと、

利用者から見て飢あるいは事業者も、

ばホームヘルプ事業をしようとしても、

なか決心がつかない。「I回5千円くれるので

あればできるかもしれないけれど、2千円し

か払ってもらえないのであれば中小の業者で

はとても参入出来ない』というご意見もあ

ります。なぜ決まらないのか。これは簡単な

話です。お金は平成12年4月から当然使われ

るわけですが、そうすると国が一部を負担す

ることになります。すると国の予算が決まら

ないと全体の枠組みが決まらないという、言

ってみれば「ニワトリと卵」です。国の予算

はいつ決まるのか。これは、毎年12月末に大

蔵省を中心に霞ヶ関は大騒ぎし各省庁の予算

ぶ4
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額が決まってくるんです。その時期になると、

連日「国の予算何兆円」という報道がなされ

ます。そのくらいの時期に、全体の費用が決

まってきます。それを受けて、国は只･体的に

いくらくらいのお金を介護保険に使えるの

か、介護保険の報酬がどの程度になるのかと

いうことになります。というわけですので、

介護報酬が具体的に決まるのは恐らく来年の

げjか２月です。制度が動き出すIヶ月から２

ヶ月前でないと、具体的なお金、例えばホー

ムヘルプに1時間行くといくらということが

すに決まりません。お金の見当が直前でな

いとつかないというのでは、利川者から見て

も困る。事業者から見ても、どういう時にど

ういう仕掛けでお金がもらえるのか。例えば、

ホームヘルプのお金が1時間単位なのか、１

日なのか。そのサービスによって額は違うの

か（料理・清掃は安く、介護は高い等）。そ

ういう具体的なイメージをもらわないと、予

定がたたないということがあります。そのた

めにも今考えていることは、今年の4～6月

くらいまでのスケジュールの中で、具体的に

金額は入らないまでも料金表のようなもの、

どういう時にどういうサービスをどういう形

　

利用できるのかというものをお示ししたい

こ思います。病院や診療所では、診療報酬と

いう形で医療保険で決まっているものがあり

ます。例えば、盲腸の手術をすればいくらと

いうことが決まっていますが、そういうもの

の点数の入っていないものを介護保険用に作

っていこうということです。その点数がいく

らくらいになるのかということはともかくと

して、どうい引吼こおかねを支払ってもらえ

るのかということが分かってくるようにした

いということです。大雑把な全体のスケジュ

ールを申しましたので、イメージとしては大

体の所はご理解いただけると思いますが、こ

れから介護保険の運川に関する中身について

３
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お話させていただこうと思います。制度創設

のねらいは、いうまでもなく介誰という問題

が世の中で大変な問題になっていることから

ですが、少し気をつけてもらいたいことは、

介護というのはいろいろな人に必要になりま

す。例えば、お年寄りでも必要でしょうし、

若い方でも介護を必要とされている方はおら

れます。州病の方や身体障害をもっておられ

る方もそうだと思います。介駿保険制度にお

ける「介護」のターゲットは、私か所属して

いるのが老人保険福祉局であることからもお

わかりのように高齢者です。そういう点で、

障害者施設や州病の問題と一一･部視点が異なっ

ている所があろうと思います。そこは、制度

の検討が高齢者におかれていたということ

で、ご理解をいただく必要があると思います。

制度の概要については、保険者は市町村、東

京23区は区ということです。しかし、市町村

と一言でいっても開きがあります。横浜市等

では、340万人の人口を抱え、国といっても

よいくらいの規模の地域ですし、私の知って

いる限り一喬小さい所では東京都の青ヶ島村

という所では人口が180人という数だったと

思います。そういう所で、全国一律の制度と

して動かしていこうとしますと、大きい所で

は大きいがゆえの問題が、小さい所では小さ

いがゆえの川題（資源・人材が少ない等）を

抱えている所があります。そういうことをふ

まえ必要なことは、ある程度広域化をしてサ

ービスを提供していくことです。その方が効

宰的だからです。要介護認定という介護の必

要度を見極めるためには、専門家による審杏

が必要となってきますが、小規模な自治体だ

と医師、保健婦、福祉の専門家の確保がなか

なか難しいという現実がありますので、要介

護認定は特に多くの市町村が連携して広域化

してやっていくことになっています。モデル

Iμ廬の実績でいっても、大体6割くらい市町
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村はお互いに手を取り合って広域で対応して

おりました。今の所一番大きなグループとし

ては、福岡の町や村が大同団結して巨大な全

県1区のような広域連合を組むことが予定さ

れています。広域連合を組むとは、介護保険

に関しての1つの自治体になってしまうとい

うことです。例えば、千代田区と新宿区、港

区が3つの区で広域辿合を組んだとします。

これは地方自治体法に則っているのでそこの

判断は行政の判断そのものとみなされる仕組

みです。他にも、似たような制度で一部事務

組合というものがあります。そのようなもの

を活用していこうではないかと考えられてい

ます。しかし基本は市町村です。なぜ市町村

になっているのかというと、身近な所で相談、

訓整、申請をした方がよいだろうということ

からです。例えば都辿府県単位にすると、皆

様方パスポートを取る時など、県の業務にな

るとある一定の数しかありませんので、わざ

わざそこへ行かなければいけない。それに対

して、住民票を取りに行くことになれば中で

は遠い場合もあろうとは思いますけれども、

市役所や区役所Ｕ町役場の方が取りやすいと

いうことであります。次に、被保険者につい

てご説明します。被保険者は１号・2号とい

う形になっています。第1号の65歳以上の方

に対しては要介護者、要支援者であれば介護

保険の給付が行われることになります。第２

号の被保険者については、40歳以上65歳未満

の医療保険加入者となっています。介護保険

制度は社会保険制度という形で、労災や失業

保険等と同じように、いわば強制的に保険料

をお支払いいただくということになります。

私は嫌だといわれてもお支払いいただかなけ

れば困るわけです。生活保護の方も65歳以上

についてはお支払いいただくことになりま

す。「そういわれてもお金がないのだから生

活保護になっているんだし…」という意見も

４
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あろうかと思いますが、生活保護費の中に保

険料相当分を上乗せしてお支払いするという

ことになりますので、実質的に受け取る順に

ついては影響ありません。65歳未満の方につ

いての要件として、もちろん介護は必要だと

いう要件はあるのですが、それと、今日お集

りの皆様方の関係の深い所では、特定疾病と

呼ばれる病気によって介護は必要になってい

るという方であれば、介護保険の給付の対象

になるということです。これは、その病気で

あれば介護保険の給付が受けられるというこ

とではなくて、その病気によって介護が

だということが要件になります。病名はつい

ているが身の回りのことは自分で出来る、自

立した生活をおくることが出来るということ

であれば、介護保険の給付にはならないとい

うことになります。今日の資料の最後のペー

ジに、特定疾病の一覧があります。この病気

はどのようにして決まったかということを簡

単にお話させていただこうと思います。世の

中にはたくさんの病気があります。その病気

を国際的に分類しているものもありまして、

こんなに多くの病気があるものかと思うくら

い、ただ病名だけを並べても3冊組の本が出

来るくらいです。それらの病気について、

ろいろな統計や専門家の意見を聞いて病気

決められました。考え方はどういうことかと

いうと、病気そのものが高齢者がかかる病気

が不幸にして比較的若い方に生じてしまって

いるというような病気が一般的には介護保険

の給付の対象になるのではないかということ

です。つまり、若い時に発生のピークのある

ような病気や、病気の本体が老化や加齢に関

係ないもの、例えば交通事故は年令を問わず

あり得るのでこういうものについては給付の

対象にはならないわけです。これらの病気を

いろいろと見ていくと同時に、さらに今日厚

生省の「特定疾患」、難病の統計も担当課か
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ら手に入れて兄ました。その結果、これらの

病気に決まったということです。この巾には、

難病の指定を受けているものがいくつかあり

ます。例えば、初老期における痴呆というの

がありますが、初老期というと40歳から64歳

のことをいいます。その刈間に痴呆が発生し

たということであれば、対象になるというこ

とです。最近川病に指定されたクロイツフェ

ルト・ヤコブ府等も含まれています。脳血管

疾忠は日本で最も介護を必要とすることが多

い病気ですので、そういうものも入っていま

　　

筋萎縮性側索硬化症も難病です。パーキ

ンソン病については、病気が軽くても介護の

必要な方もおられるということから病気がど

のくらいのステージにあるのかということに

ついては設定していません。その代わり、他

の力･と同様に要介護認定というプロセスを踏

んでいただきます。脊髄小脳変性症、シャ

イードレーガー等の神経難病についても、そ

れが高齢者の発生する状況と似ている、ある

いは高齢者に比較的起こりやすいという病気

が早めに起こってしまったということから入

っています。それから、糖尿病の3人合併症

といわれる、腎症・網膜症・神経障害も入っ

ています。糖尿病による腎不全というのは腎

不全の中でも殼も多いものですが、それによ

って口々透析をお受けになっていて生活が出

来ているということであればよいのですが、

[|常生活に支障があるということであれば、

介護保険の給付対象になります。閉宗社動脈

硬化症についてですが、特に大きな血管に発

生する病気で、これが進むと四肢の指や足な

どが壊死を起こすという病気も入っていま

す。糖尿病の合併症としても発生することが

あります。その場今は、閉塞性の動脈硬化症

として対象になります。慢性閉塞性肺吹患は、

タバコを吸っておられる方は特に注心が必要

だと思いますが、肺のいろいろな構造が壊れ

５
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てしまう肺気腫や、気管支に長く炎症の続く

慢性気管支炎、あるいは喘息です。それから

びまん性の汎細気管支炎というのも含まれて

います。整形外科的な病気がこれに続いてお

ります。例えば変型性関節症という病気があ

ります。ｲf名な所では、元大関の小錦があま

り体重が亜いので痛んでなかなか歩けない。

よく場所を休んでいたことがありましたが、

そういうような状況で、肥満の方に起こりや

すい病気です。股関節や膝関節かと申します

と、体重がそこに全部かかるため障害が起こ

りやすいからです。変型性関節症そのものは、

多分ここにお出での皆様方もよく探すとどこ

かにある可能性があります。発生する割合と

しては、程度の差こそあれ、多くの方にある

と思います。その中でも、多少部位を特定す

る条件付けをして、しかも関節に著しい変型

ということでレントゲン上も関節が壊れてい

るという像があるということが必要になって

くると思います。慢性関節リウマチがござい

ますが、これはいわゆる邨病の方では悪性関

節リウマチ。すなわち血管などが侵されて全

身が非常に悪い状況にある場合については指

定されておりますが、この場合はそういう条

件をつけずに慢性関節リウマチそのものを対

象にしています。そういう点では、門は広い

といっても良いと思います。リウマチがひど

くて日常生活に支障がある場合には給付の対

象となり得るということになります。後縦靭

帯骨化症や介柱管状搾症については難病の指

定を受けているものですが、給付の対象にな

っています。脊柱竹状搾症は、難病の場合広

範と古いてあるように、背骨を辿っている神

経が広い範囲で圧迫されている方が対象とな

りますが、今回の特定疾病としてはそういう

要件は特に付しておりません。それから、分

析を伴う骨机耘症自体があっても、日常生活

上は気をつけなければいけないことは事実で
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すが、ある程度の生活が出来ます。しかし骨

折しますといろいろな支障が出てきます。代

表的には、腰の骨を折るということで、大腿

骨の頚部を骨折して歩けなくなる。これは、

つまづいて倒れた際に一緒に折ってしまうこ

とが多いようです。あるいはお年寄りになる

と、「何となくあのお婆さん昔より背が低く

なったような気がする」ということがあると

思います。背が縮まるというのは、背骨が圧

迫骨折されていく。骨がもろくなり、上から

の体重に押されて骨折してしまうことがあり

ます。骨折といっても本人にはあまり痛みは

感じませんので、気が付かないうちになって

いるというケースがよくあります。あるいは、

最近はあまりそういうことはありませんが、

腰の骨が曲がってきていることもこれに該当

します。骨折があっても日常生活上大きな支

障をきたすという方はあまりおられません

が、たまたま運が悪くてそれが神経に触って

しまったということになりますと、麻庫にな

ってしまったり、感覚が失われてしまったり

という障害が出てくる可能性がありますの

で、そういうものを想定しているということ

です。早老症とありますが、これは日本には

ほとんどみられない症状で、もし見つかった

ら症例報告になるような病気なのですが、20

代30代の方でも典型的な老人の状態になって

しまうという病気です。今申し上げたように、

これらの病気が15の分類という形で出来てい

るわけですが、とりあえず来年の4月から制

度として進めるということですが、未来永却

にこれだけの病気に限るということではあり

ません。当然、医学の進歩があればこんな病

気で寝たきりにならないということもあるだ

ろうし、逆に医学の進歩で新たな病気が発見

されれば対象に加わるということもあり得る

ことです。新しい病気が発見されたり、病気

のタイプが変わってくる等いろいろなことが

６
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考えられますので、必要に応じてこれらの病

気については見直すということにしていま

す。以上のお話は、あくまでも40歳から64歳

までに関してのお話でした。従って、65歳以

上の要介護者・要支援者については、今取り

上げた15の病気の有無に関わらず介護保険給

付の対象になります。交通事故により介護が

必要になった方で乱65歳からは介護保険の

給付の対象になります。では、64歳まではど

うしてくれるんだ。あるいは、今申し上げた

病気に入っていない病気で介護が必要になっ

た状況ではどうするのか。 65歳未満の方

いては、当面障害者プランにより、公費によ

って総合的なサービスが提供されます。どう

いうことかというと、障害者に対するいろい

ろな施策というものがありますので、そちら

で対応していこうということです。これはど

う違うのか。高齢者になりますと、一定の確

率で障害が生じ介護が必要になってきます。

丁度保険として制度がなじみやすい。自動車

の保険を例に取ると、安全運転しようと思っ

ていても一一定の確率でどうしても事故が起こ

ってしまう。それと同じように確率という問

題であれば介護保険としての制度がなじむと

いうことがあると思います。障害という

になりますと、それよりもまず行政として

ういう責任をもっていくか。あるいは、今い

ろいろと障害者に行われている福祉制度があ

りますが、これが必ずしも市町村に一本化さ

れていない。県が対応したり市が対応したり

とばらつきがある。それをまず整理しないと、

すぐに制度に乗せられないという行政上の問

題があります。まず整理した段階で、もう一

度検討しようということで進んでいます。で

は、障害者プランではどのようなサービスが

受けられるのか。今の所、障害者に対するサ

ービスであろうが、介護保険のサービスであ

ろうが、最終的には同じレベルを目指します。
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障害者プランは平成14年度を目標にしていま

すから、それまでに障害者に対するサービス

のレベルをlこげていこうではないかというこ

とです。その時に問題となるのは、介護保険

と障害者に対するサービスはどのように使え

るようになるのかということです。介護保険

のサービス（保険給付の内容）は、訪問介護、

訪問人浴、リハビリテーション、訪問看駿等

様々なサービスがあるわけですが、これらは

μ齢者が平均的に必安なサービスのメニュー

になっています。そうしますと、障害者に対

　

Ｃ、それぞれの障害に応じたサービスとい

うのはここには入っていないのです。例えば、

目の不自由な方に対するガイドヘルパーとい

うのもありませんし、ぼ導犬のサービスもな

い。どういうことかというと、介護保険で給

付出来るサービスについては、介護保険が優

先して給付されます。先程巾しLげたとおり、

40歳以上の方については保険に入っていただ

きます。特に65歳以上の方については条件に

かかわらず介護が必安になれば綸付を受けら

れるということですので、これらのサービス

が必要だという障害を持っている方であれ

ば、これらのサービスを利用していただく。

しかし、この、メニューにないものは従来通

り障害者に対するいろいろなサービスの中か

ら利用をしていただくということにしたらど

うだということです。つまり、介護保険のサ

ービスはこれだけで何とかなるというだけで

はなくて、その他のサービスと組み介わせて

も利用することが可能であるということが、

今までの制度と若干違う所といえます。そう

いう点で、「介護保険のメニューにないでは

ないか」といわれるものについては、同時に

福祉のサービスとして、あるいは障害者に対

するサービスとしてご利用いただくことも可

能になってくるということです。似険料も大

きな問題で、いくらくらいになるだろうかと

７
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いうことを心配されていると思います。介､浬

費用の半分を保険料で賄うということになっ

ています。しかも、その内の3分のレ令体

からいうと6分の1をその地域のお年寄りから

いただいた保険料によって賄うということに

なっています。その保険料は65歳以11の方に

ついては、基本的には5段階に分けられます。

-･番低いﾉ八例えば生活保駿の方は･番低い

額。所得金額が250万円以ﾄ｡のみについては

　

一番高い5段階という額になります。具体的

な額はどうなるのかというと、それぞれ市町

村ごとに異なってきます。これはどういうこ

とかというと、介護保険制度は保険料を先に

定めてサービスを利用する、予算を第一にお

いている制度ではなくて、実際に使われた額

を保険料から賄っていくという什組みになり

ます。つまり、たくさんサービスを利用する

地域では、保険料が高くなりがちです。逆に

いうと、いろいろな資源があまりないという

地域では保険料が安くなります。安くなった

からよいかというと、サービスがあまり利川

出l来ないという点では問題になりますし、高

ければ保険料自体の負批が多くなりますので

それも問題です。丁度よい所というのが必要

となってくるわけです。 J'皮よい所というの

をどのように探すかということが人事になり

ます。現在の老人柵祉の制皮は予算が第‥に

決まって、その巾でサービスを行う。予算が

無くなればサービスも無くなるという制度で

すが、介護保険は使われれば使われただけ国

や都道府県もお付き合いするということにな

りますので、そういう点では必要なサービス

を予筧が追っかけていくという什組みになっ

てくるという点が、今までと違う所です。全

匡Iベースでいうと、いくらくらいになるのか

というと、従来ヤ成7年度価格でI人2500円か

平均と巾レヒげてきていますが、これからdj･

町村で具体的な保険料の試算が行われます。
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従来の平成7年度価格を中心として、保険料

が高い地域もあれば低い地域もあるというこ

とになります。第２号被保険者についてどの

ようになるのかというと、医療保険と併せて

徴収するということになります。介護保険が

始まったからといって、急に介護保険料の請

求が市役所や区役所から送られてくるという

ことではなくて、国民健康保険や健康保険組

合などからの保険料に上乗せされているとい

うことです。第２号被保険者については、制

度上医療保険と同じ形でいただくことになり

ますので、2分の|は雇用主や国がお付き合い

するということになります。第１号被保険者

については、年金額が18万円以上の方につい

ては天引きをさせていただくことになりま

す。月々1万5千円の中から取るのかという批

判もある一方で、それくらいしないと徴収の

手間がかえってかかってしまって、事務費の

コストがかかってしまうというようないろい

ろな問題があって、政令の中でそういう金額

がまとまったということです。利用手続きは、

要介護認定の申請をすることから始まりま

す。要介護認定の申請というのは市町村の窓

口ということになります。昨日ある所から

「窓口は何課にいけばよいのでしょうか」と

お問い合わせがありましたが、多分介護保険

が始まれば介護保険を担当する課あるいは室

というのがそれぞれの市役所や区役所におか

れることになると思いますが、窓口は多分通

常の住民票などを受け取る所と並んで、「介

護保険受付」のような看板がでるのではない

かと思います。そういう所で申請をしていた

だくと、医師からの意見を市や町の方が取り

寄せてくれて審査が始まります。審査の結果、

介護の必要度を6段階評価します。要介護認

定そのものについては、介護の必要度という

ものを見込んでおりますので、必ずしも障害

の重さと一致しない場合があります。モデル
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事業でも、障害2級で認定されている人が、

軽くなったけれどおかしいとかいろいろと出

ていますが、障害が重いからといって介護が

たくさん必要かというと必ずしもそうでない

例があります。逆に、障害は軽いけれども非

常に手間のかかるという場合があります。例

えば、具体的にいうと、痴呆のある方で体は

元気だということになりますと、徘徊やその

他手のかかることが起こり得るということが

あります。これらから見ても、病気の重い軽

いということでは必ずしも要介護度とは一致

しない部分があるということはご理解いた

けると思います。要介護度認定の申請を行う

時に、ご本人が行ければ一一番よいのでしょう

が、ご本人が寝たきりや痴呆等の問題で行け

ないという方も多いと思いますので、家族の

方が代わって申請をすることも可能です。そ

れから、ケアマネジヤともいわれていますが、

介護支援専門員と呼ばれる人達が属している

居宅支援事業者（ケアプラン作成機関）や、

特別介護老人ホームをはじめとする介護を受

けられる施設（介護保険施設）が代わって申

請を行うことが出来るということになりま

す。ですから、必ずしもご本人が行く必要は

ありません。全体の流れからいうと、申請

していただいて、主治医による意見と市町

の利用方法については、直接ご自身でホーム

ヘルパーや訪問看護を予約することも可能で

すが、居宅介護支援事業軒にお願いすれば町

門の人が来てどういう介護を組み合わせるか

という調整が行われます。又在宅であれば、

居宅サービス計画というのを作ってくれま

す。その計㈲に基づいてサービスが行われる

ということになります。思い付きで使ってい

くということが悪いというわけではありませ

んが、長期の療養あるいは介護が必要だとい

う方ですので、基本は計画的に必要なサービ

スを見計らってスケジュールを作り、その上
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でサービスを利用していくことが大事だと思

いますし、そのサービスを上手く組み合わせ

ることが重要です。例えば本当は入浴が必要

なのに人浴のサービスを入れるのを忘れてし

まったとか、そういうことがあってはいけま

せんので、サービス計画を作る際には介護支

援専門員という人達がかなり綿密に事情をう

かがって、どういうサービスを受けたいかと

いうことを聞き出すということが必要になり

ます。逆にサービスを利川する側からいうと、

自分はどんな好みがあるのかということを明

　　

意識しないと困るということになりま

す。どういう人達に来てほしいのか、どうい

うサービスを今必要としているのか、という

ことをお勉強していただくということも必要

でしょう。その為には、市町村からもどんな

サービスがどこで受けられるのかという情報

提供をしたり、あるいは介護支援専門員がそ

の地域で受けられるサービスのリストを持っ

ていて、「こんなサービスが受けられます」

という説明をすることが求められます。お

客さんからどんなサービスが欲しいのかを聞

き出してそれに対してアレンジをしていくと

いうことになります。従って、介護支援暉門

員（ケアマネジヤ）が非常に大事だといわれ

　

’以です。保険給付の中で、「当面現金給付

を行わない」と書かれています。これについ

ては、大きな議論がございます。介誕保険の

制度は、社会企体で支えるということと、専

門家による介護を受けられるようにする。そ

して、介護をしている家族の負担を少しでも

減らそうというのがテーマですので、介護を

行っているからといって、その家族に現金を

渡すという制度になっていません。しかし、

たまたまヘルパーの資格があるという人が家

族の中にいて、その人がビジネスとしてプロ

の仕事をたまたま家族にしているということ

であったら、それは認めてもよいのではない

９
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かという意見があります。この問題は、介護

保険制度そのものの哲学にかかわる部分で、

家族による介護というものを制度として認め

られるかどうかということについては大きな

議論があります。まだ決着はしておりません。

「認めるべきだ」「お金を家族に払ってもよい

のではないか」という意見と、「それをやれ

ば制皮自身がなし崩しになる」という意見が

非常に厳しく対立している所です。制度的に

は、少なくとも現金をお渡しする仕組みはな

いということはご理解いただく必要がありま

す。一方、家族が介護をしているという場合

については、家族に負担が生じていますので、

精神的・身体的負担を軽減するという面か

ら、短期入所の枠を大きくすることになって

います。例えば、特別養護老人ホームや老人

保険施設、療養型病床群と呼ばれる病院に数

日間高齢者の方にお入りいただく。枠を、家

族が介護している方については拡大しようと

いうことです。通常は1ヶ月に１週間入れる

とした場合、それよりももっと枠を大きくし

て、介護をしている家族の方を支援していこ

うということが考えられています。介護保険

制度の人事な所は、在宅といえどもショート

ステイといわれる短期入所施設をたくさん利

用していただく。出来る限り使っていただい

て家族の負担を少なくしていくことが必要に

なってくるということです。利用料は1割負

担です。ホームヘルプがいくらになるか決ま

らないと人変だと巾しましたが、同時に利用

者にとってもそれがいくらになるかによって

負担がいくら生じるかということが決まって

参ります。ですから、1割負担がどのくらい

になるのかというのは、報酬の設定が大きな

かかわりがあります。それから、もう１つ申

し_ﾋげなければならないのは、所得の低い方

は特にそうですが、一部負担の金額というの

があまり大きくなるとサービスが受けられな
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い、受けにくいということになります。その

ために、1割の負担額がある一定以上になれ

ばそれ以上負担していただかなくても結構で

すというような制度を作るということで「高

額介護サービス費」が設定されることになっ

ています。自己負担がある一定以上に達した

ら、それ以上はお支払いいただかなくても結

構だということになります。ただ、保険料だ

けはお支払いいただく必要があります。「介

護が必要になったら保険料ははらわなくても

よいのですか」とよく聞かれますが、介護を

必要になったとしても保険料をお支払いいた

だくということはご承知おきいただく必要が

あると思います。次に、難病関係の負担とい

うことでお話をしたいと思います。実際には

難病というと、介護が必要な部分と医療が必

要な部分との2つに大きく分かれると思いま

す。つまりサービスには、大きく分けて、介

護系サービス・医療系サービスの２種類あり

ます。在宅の方を前提とした場合、ホームヘ

ルパーや入浴、福祉用具の貸与などの介護サ

ービスは介護保険から給付します。また薬・

検香・処置などの医療サービスは医療保険か

ら給付します。この2つの中間にあたるもの

として、訪問看護やディケア（通所リハビリ）

といわれるものがあります。これらのサービ

スへの支払いはどのように行われるのかとい

うと、介護保険が訪問看護やディケアも含め

て対象にしています。残りの医療部分は医療

保険から支払うことになります。従って、介

護部分は１割負担、高齢者の場合医療部分は

１日500円あまりというような低額の負担とい

うことになります。また、難病の方で医療に

関する自己負担を軽減されている方につい

て、どういうふうに取り扱うのかということ

が問題になります。これらの取り扱いは難病

を担当している部局で対応することになると

思いますが、あえて申し上げれば、医療系の

10
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サービスについては一部負担を軽減するとい

うことで、介護保険の中で対応できる部分が

あるのではないかという指摘があります。つ

まり医療部分についてはこれまで同様自己負

担の軽減が引き続き行われるでしょうし、中

間部分についても医療系のサービスですから

一部軽減してもよいのではないかという議論

です。介護部分をどうするかという疑問がな

いわけではありません。介護部分の1割負担

の取り扱いについては議論が多い所です。こ

れが在宅の方々についての取り扱いです。施

設の場合はどうかというと、特別養護老人一

一ムであればそれにともなって医療が必要に

なるという部分がありますので、それは今と

同じように施設の外のお医者さんに来てもら

うということですからその対応ということに

なります。それから、老人保険施設は施設内

で包括的に医療的なサービスを行っています

から、今と同じような扱いになります。療養

型病床群（いわゆる老人病院）も、その費用

を介護保険で出すということになります。そ

こで難しい医療、例えば癌の手術をした場介

は介護という概念はありませんから医療保険

からお支払いしてはどうかということで議論

が進んでいます。今のお話を聞くと、介護保

険と医療保険の給付は同時に行われるのかこ

思われるかも知れません。つまり、高齢者の

方でなくても、日本国民であれば全員が医療

保険に入っておられます（国民皆保険）。そ

の上で介護保険の被保険者になるわけですの

で、介護保険を使っているからといって必要

な医療を受けられないというのはおかしいわ

けです。医療保険の被保険者であれば、必要

な医療は確保されていなければいけないわけ

です。そういう点で、お一人の方についてい

うと、医療保険で対応するものとを組み合わ

せて結果的には必要なサービスを行き渡るよ

うにしようというのが考え方です。ただ、今
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申しヒげたように、2つの制度を併川するの

は州しい部分があります。そのために、どう

い列牒に介護保険で払うことが出来るかのと

いうことを介護搬酬の基本骨格として、最初

に巾し上げたように、この４月から６月にお

示ししていこうということになっています。

峙間を超過してしまいましたが、介護保険の

お話を中心に、伺病のことを含めてお話しま

した。ご質問等たくさんおありだと思います

ので、お答えしていきたいと思います。以.h

です。

【質疑応答】

[Ｑ-1]

人工呼吸器を装着して在宅で闘病中の方々

が、ことごとく介護度が2または3とされてい

ます。実際に判定にあたっている医師からも

疑問の声が出ています。介護度の基叩は鳥齢

名･の介護を想定して作られているので、コン

ピュータの申に入っている判定の皿目が、人

ll呼吸器を使用していることで派生する吸引

　

|川題とか体位交換とか、特にＡＬＳの場合は

　

リ単位で微調整をしないとゆっくり休んで

いただけない状況です。その辺の条件

が、必ずしもセッティングされていな

いのではないかと思いました。この件

について、どのように検討されている

のかお話をお聞きしたいと思います。

[Ａ-1]

安介護認定については、平成8年、り年、

10年とやってきたわけですが、副二９

年を通じて指摘されたことがあります。

それは何かというと、介護保|卯川度の

中で、痴呆が人卜だというわりには痴

11
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呆に対する刈定の評価が低いという指摘があ

りました。それを受けて、痴呆をより評価す

るシステムを入れてみたんです。それは、痴

呆の人からするとよかったんです。ところが、

痴呆はないけれども身体的な介護を必要とす

る人達から見ると、相対的には姿介護度が下

がってしまうという現象が生じています。現

在、どのように址正するかということで、新

しいコンピュータシステムを開発しており、

まもなく（3月29日の審議会において）発衣

されます。それを使うと、身体的な問題だけ

の方でも要介護度はあるｰ‥一定の所までいくよ

うになるのではないかと思っています。ご質

問にもあったように、ALSの方で、‥一番高く

ても要介護度は3であるというご指摘を聞い

ておりますので、そこをどのように修正して

いくかという所でございます。全貝が全員-･

番高い要介護度にすればよいという意見もあ

りますが、介駿というのはやればやるだけよ

いかというとそうではありません。薬と同じ

で、適量の介駿があるということは事実です。

極論すると、自分で排泄する能力があるのに

おむつをするという間違った介護をしてしま

えば、自分で排泄するという能力を失ってし

まうことにもなります。しかし、必要な方に

は必要なサービスが提供されるようになると
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いうのが基本ですので、これをどういう風に

やるのかということで現在システム設計をし

ている所です。

[Ｑ-２]

難病対策や、これまでの既往のサービスを受

けて頑張っている患者さんがたくさんおられ

ます。介護保険がスタートした場合、例えば

入浴サービスでは、介護保険の入浴サービス

か、障害者対策とか難病対策のものとどちら

が優先されるのでしょうか。

[Ａ-２]

基本は、介護保険の給付を受ける方について

は介護保険が優先することになるのだろうと

思います。介護保険のサービスをまず使って

いただいて、それで足りない種類のサービス、

すなわち介護保険の対象になっていないサー

ビスが必要であれば、それは障害者のいろい

ろなサービスとして受けていただくことにな

ります。一方で、介護保険の給付にならなか

った方というのがいらっしゃいます。 64歳以

下の方で、特定疾病に該当していない方たち

については、引き続き同じような形で難病に

12
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関するいろいろな福祉サービスをご利用いた

だくことになります。現在受けているサービ

スが、介護保険を受けることによって減ると

いうことではなくて、一部が介護保険に動い

ていくというふうにご理解いただきたいと思

います。

［Ｑ-３］

後牛の説明である程皮理解出来

たのですが、第２ﾘ･被保険者

05疾病）についてうかがいます。

透析に関するものとして、糖尿

病性の腎症というのが入ってい

ますが、糖尿病性でなく透析を

受けている患行さんがたくさん

います。そういった方々が65歳

未満で介護を必要とした場今、

例えば目が見えなくなったとか

歩けなくなったという方はたく

さんいらっしゃいますが、介護

の認定を受けて介護川度のサー

ビスを受けることが出来るのでしょうか。そ

れとも、現行通りでやっていくことになるの

でしょうか。

[Ａ-31

65歳未満の方について、糖尿病性腎症以外で

腎不全を生じてるのであれば、現在の制度を

そのまま利用していただくことになります。

糖尿病以外の病気で腎不全を恣っている方

も、65歳になった時から介護サービスについ

ては介護保険に移ってこられるということに

なります。

[Ｑ-４]

障害者プランでヘルパーサービスが、介護保

険の適用を受ければ少なくなるケースがある

と思います。そういう方については、介護保
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険は巾請しなくても現状のままでいけるので

しょうか。

[Ａ･４]

障害があり介護が必要だけれど、申請をしな

くてもよいかという閥題ですが、巾請という

のは申請する側の心志によって行われますの

で、申砧をしないまま今までと回様のサービ

スを受けるということも可能です。あえて、

介護保険を受けると何かよいのかというと、

介廠支援専門Ｈという人がいて、医療・保

険・福祉のサービスの置整をしてくれるとい

うような、いわば顧問弁駿十のようなものが

ついてくれて、いろいろと聞いてくれるとい

うことが人きな違いではないかと思います。

もっとも、障害の方でも、同様のコーディネ

ーターをつくっていこうと考えておられます

ので、結果的にはどちらでも同じレベルに達

するようにしようということがあります。ヘ

ルパーの量などで、今の方が多く受けておら

れるという例も俑かにあります。今後、どう

いうような取り扱いをするのかということに

ついては考えていかなければならないと思い

　

す。介護保険の利川額としては、要介駿5

　

、月に35万でおさまらないという方も巾に

はおられます。そういう方に対する対応をど

うするのかを考えていかなければならない宿

題だと心っています。

[Ｑ-５]

介駿保険のサービスでメニューにない意志伝

達装置などは、介護保険の適川を受けた場介

でも使川できるのでしょうか。

[Ａ-５]

意志伝達装置については、先程もご指摘のあ

りました通り、介護保険での対応というより

13
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福祉サービスの、あるいは障害者サービスの

一環であると思いますので、例えば要介護認

定を受けて介護保険のサービスを受けておら

れる方でも、意志伝達装置を障害者サービス

として受けることは出来るものと考えていま

す。

[Ｑ-６]

訪問看護がI公療と福祉の境川こあるので、ど

ちらにあるのかということをもう一度教えて

いただきたいと思います。

[Ａ-６]

訪問看護はどちらでするのかというお話です

が、乱暴にいえばどちらでやってももともと

はよかったんだろうと思います。ただ、介護

保険というのは医療・保険・福祉の総合的な

サービスということから考えると一体不可分

だということで、こういうサービスを総合的

に受けられるようにするためには、介護保険

に入れた方がやりやすいだろうということ

で、訪問看護についても介護保険の給付の対

象になっています。従って、介護保険の要介

護認定を受けた方であれば、訪問看護という

のは介護保険から利用されるということにな

ります。ただ、注意をしなければならない点

があります。何かというと、訪問看護という

のは一般の医療でも行われる分野なんです。

そうなりますと、医療保険で綸付される訪川

看護というのは、要介護認定を受けていない

人にはどうなんだというと、その方々の訪問

看護は全て介護保険に移ってしまうのではな

くて、医療似険で利川されることになります。

紛らわしいですが、要介護認定を受けた方は

介護保険から、受けていない方は医療保険か

ら出るということになります。訪問看誕の利

川については、通常は１迦川に引｣までとな

っているのが、特に神経難病の方々について
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は、上限が撤廃されI週間毎[|利用できると

いう仕組みになります。こういう制度があり

ますので、介護保険が始まったからといって、

そのサービスが少なくなると開題だというこ

とがありまして、混乱されるかも知れません

が今議論されているのは、次のようなことで

す。要介護認定を受けておられるALSの方が

いたとして、その方が、訪問看護が必要にな

ったとします。今の考えでは、1週間の内3日

までは介護保険で払います。４日日、５口目、

６ロ目、７口目については、医療保険で払いま

す。ややこしいですけれども、そういう仕組

みにしてはどうかということです。そうしま

すと、介護保険としては、一応標準的なサー

ビスとして週3日としてくくってしまう。そ

れを突出1して必要になった方々については、

４日目、５日目、６日日、7｢1日については医療

保険からにしてはどうかということです。紛

らわしいので恐縮ですが、今の議論としては

そういう方向です。結果的には、今お受けし

ていただいているサービスが減らないですむ

ようになるということになります。

[Ｑ-７]

介護保険が導入されることにより、既存の障

害者福祉サービスのレベルより下がるという

ことはないでしょうか。

[Ａ-７]

福祉サービスについては、都道府県および市

町村で単独でやっているところがあります。

そういう所で介護保険が始まれば、介護保険

のサービスはそれよりも低いので、かえって

介護保険によってサービスのレベルが下がる

ということをいわれることがあります。しか

し、そういう事はありません。介護保険のサ

ービスのレベルは、全国レベルで見ると高い

所にセットされています。ですから、ほとん

14
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どの所ではサービスが上乗せされるだろうと

思いますレ鳥くなっている所をおし下げると

いうことはあり得ません。

[Ｑ-８]

介護保険が要介護度だけで決定されること

で、実際に介護を担当している家族の状況で、

本人の受ける介護の状態がすごく変わるの

に、その要件が加味されないということが問

題だと思います。

［Ａ-８］

家族の状況が要介護度に加味されない理由と

いうことですが、例えば一人暮らしなので要

介護度を」こげようとすると、逆にこの人は家

族がいるから要介護度をされていてへとへと

になっている所に介護保険が出来たとして

も、「家族がいるからいらないでしょう」と

か「少なくてもいいでしょう」ということに

なると、家族の負担を軽くしようということ

が1つの目的である介護保険の意味がなくな

ってしまいます。家族の有無でサービスの総

量を上げ下げするのはやめようということ

で、加味されていません。ただ、家族の介護

状況によって実際の介護内容も変わってくる

というものもご指摘の通りですので、そこ

ケアプラン作成の際によく勘案してもらうこ

とが大切だ思います。

[Ｑ-９]

福祉川具や住宅改造について、それらのサー

ビスが必要な場合に、介護保険の枠の中でそ

れらのものが行われるとするとサービスが下

がってしまうということもあると思うのです

が、その辺のご説明をお願いします。住宅改

造について、かなり限定されたサービスしか

行われないように聞いていますが。
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[Ａ-９]

住宅改造については、要介護度別の支給限度

額として別枠になりますので、住宅改造をし

たからヘルパーが来れなくなったということ

にはなりません。住宅改造は、I軒の家に対

しl回が原則です。改造する範囲は、トイレ

を洋式にするとか、床をフローリングにする

とか、ドアを引き戸にする、手摺をつける、

段差を解消する等です。このような住宅改造

が行われた場合には、その費川の９割を介護

保険が負担するということになります。家が

　

わった場合、新たに住宅改造が必要になり

ます。そういう場合は、再び改造を認める方

向で検討しています。

[Q-10]

不服申し立てをする機関について準備状況を

お聞かせください。

[Ａ-１０]

要介護認定における不服については、都道府

県に介護保険密介会をおいて、旧|げ村におけ

る要介護度のつけかたが適正かどうかを泰介

15
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するということになります。要介護認定は６

ヶ月に1回繰り返しますので、1回ついてしま

えば一生そのままということではありませ

ん。６ヶ月の間でも重くなってくれば見直し

の申請が出来ることになっています。一般の

サービスに対する苦情ですが、なるべく多く

の窓口で受け付けていこうと考えています。

一番簡単なのは、介護支援専門具に苦情をい

うということがあります。介護支援専門具は、

サービスの中身が適切かどうかをモニターし

ていくということが義務になっていますの

で、もし変なサービスをやられているという

ことであれば、その事業者に対して改めてく

れるようお願いすることが出来ます。大事な

　　　　　　

ことは、事業者はご本人が選ぶ

ことになりますから、もし気に

入らなければ事業者を変更する

ということも可能です。もう１

つ、苫情の窓口として市町村が

あります。市町村で、事業者に

対していろいろな調査をしたり

改善をさせるということが出来

るようになっています。最終的

に、市町村から見て、運営基準

に照らしておかしい、いい加減

な介護をしていると判断した場

合は、それを祁道府県に申し立

てる。それを受けて都道府県が

訓査をして、必要な人員がそろ

っていない、必要なサービスが

行われていない等の事実が確認出来れば、そ

の事業者を介護保険の指定事業者から外して

しまう。つまり、介護保険の世界から出てい

ってもらうということになります。そうする

ことで、不適切なサービスを行っている業者

を淘汰することが出来ます。福祉用具は2種

類あります。1つは、福祉用具の購入にかか

る部分ですが、これは支給限度額とは別枠で
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す。それから、もう｜つが福祉川具の貸与で

す。今考えられているのは、キャッチベッド

や歩行の支えになるような杖等です。こうい

うものは訪問通所系とよんでいますが、ホー

ムヘルパー等と同じような支給限度額枠の中

でやっていくことになります。それに対して、

福祉用具の購入、例えば尿器とかジャワチェ

ア一等、他人の使った後使う気にならないも

のについては買っていただくということにな

りますが、買っていただく分については、支

給限度枠の枠外ということになります。それ

ぞれについては上限をおいて、ある･‥一定の額

までは9割給付するということになります。

[Q-1 1]

現在、在宅人工呼吸器の支援と、医療の訪問

看護の両方のサービスを受けています。訪問

看護ステーションの規模が小さいので、せっ

かく予算が出ているのに利用出､来ないで終わ

っています。もっとステーションを増やすと

か、ホームヘルパーに移行する等の工夫をし

てもらえないでしょうか。地方にはステーシ

ョンが少ないので、介護と看護をもっと幅を

もって認めていただけないかと思います。

[Ａ･１１]

難病に対する訪問看護をどのステーションで

も出来るかというと、必ずしもそうではない

ようです。出来ないのに引き受けるのも問題

でしょうが、そもそも訪問看護というのはヘ

ルパーと違って医療的サービスをするという

ことが根本ですから、そういうサービスの出、

来るような体制をどうやって組んでいくかと

いうことが大事だろうと思います。訪問看護

のグループでも勉強会とか、技術的な研修と

いうものを進めているのですが、なかなか全

国的なレベルでいうと普及が間に合っていな

いという所があると思います。この部分につ
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いては、市町村の側でどういうサービスがこ

の地域に欠けているのか、欠けているサービ

スをどうやって充実させていくかという観点

が大事･だと思います。これはどういうことか

というと、市町村は介護保険事業計画を作る

ことになっていますので、その中に特に医療

的なニーズの高い人に対する問題というのを

盛り込んでいくということが大事だと思いま

すレそこに盛り込む盛り込まないにかかわ

らず、日頃からどういうサービスがその地域

に欠けているのかということを市町村が十分

把握しなければいけないと思っています。

護保険事業の計画の位置付けは、その地域に

対して必要なサービス量を出していくという

ことですが、これは基本的には、在宅サービ

スに限って巾レヒげれば、事業者に代わって

マーケットリサーチをしているのと同様では

ないかと思っています。つまり、この地域に

どれくらいのサービスの空きがあるのか例え

ば、訪問看護でこれだけ不足しているという

ことがあれば、その地域に新しい事･業者が参

入の余地があるということです。在宅系のサ

ービスについては、事業計画を作ることによ

って、その地域に事業者を誘致するという作

用があると思います。今、各市町村で事業計

画を作っている最中だと思いますが、そう

うものを出Iすことによって、民間企業も含め

た自由な参入するきっかけになるのではない

かと思います。

[Q-12]

先程のお話で、介護サービスの報酬を検討さ

れているとのことでしたが、その中で難病患

者をある程度考慮した点数は考えられている

のでしょうか。例えば、人工呼吸器を使用し

て入院している場合、診療報酬が低減されて

病院から出ていかなければならないような状

況があります。なんらかの配慮がないと、介
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護保険には民間の業者が参入しますので、そ

ういう方々が手間隙のかかる患者さんを避け

るのではないかという懸念を持っています。

何らかの配慮をお願いしたいと思います。

［A-12］

在宅については、作柄だからといって特別な

報酬がっくということは基本的にはないと思

っています。ただ、あるとすると、人工呼吸

気を使っている方の管理や、特心手川のかか

　　

うな介護を行っているというのであれ

ば、それが何らかの報酬が評価するという考

え（重症加算）が訪問看護にありますので、

そういう制度をどのようにするかということ

があります。施設系のサービスについても申

レヒげると、要介誕度に応じた樅酬というこ

とになります。手のかかる方については報酬

が高くなるというやり方を入れることにして

いますので、例えば拘引恋恋老人ホームに入

っても、老人保険施設に入っても、壊首型病

床群に入っても、要介護度に応じて費用が違

ってくるということになります。そうした上

であれば、逓減性はいらなくなるのではない

　　

いう意見があります。逓減というのは、

一定の間問過ぎると介護の丁川はかからなく

なってくるだろうという･種のみなしの制皮

なので、要介護度によって報酬が変わってく

るのであれば、だんだん介駿や看護をしてい

るうちに変介護度が’ドがってくるのであれ

ば、それは実質的な逓減になるのではないか

という意見から、逓減性を導人しなくてもよ

いのではないかという心見もありますが、こ

このことについては、まだ議論が尽きていま

せん。逓減性が結果的になくなる所もあるか

も知れませんし、残る部分もあるかもしれま

せん。これにつきましては、今後の検討次第

ということです。
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[Q-13]

先程出ました自己負担に関する点について、

もう少し詳しくお話をうかがいたいと思いま

す。難病で在宅で経済的に厳しい方は、

自己負担は免除していただきたいと希望して

います。

[A-13]

介護保険は自己負担は払っていただくという

制度です。しかし、高額介護サービス費とい

う形で、一定額以上は払っていただかなくて

も結構だということにもなりますので、低所

得の方で非常に介護が必要になっているとい

う状況の方でも、その費用負担は一定額で打

ち止めになるということになっています。自

己負担をしなくてもよいという例としては、

阪神淡路大震災のような地域的に経済が破錠

した場合や、働き手が急に病気になり家計の

状態が大きく変わってきた場合、例外的に負

担を軽減するという制度がありますが、基本

的には高額介護サービス費の中で対応すると

いうことにならざるを得ません。

回
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の脚瞰れました

全難運の平成11年度総会は、７月４日に開催さ

れました。ベーチェット病友の会の石井さんの司

会で開会された総会は、武田会長（筋無力症友の

会）挨拶、伊東たてお日本患者・家族団体協議会

代表幹事の来賓挨拶のあと、活動報告、予算案、

役員の選出と続き、いずれも拍手で承認。総会で

提案された議案は、下記の通りです。

平成10年度活動報告

１。「難病対策の今後」講演会を開催

　

平成10年7月19日、「難病廿策の今後の方向

性について」をテーマに厚生省保健医療局エ

イズ疾病対策課須納瀬課長補佐を講師に講演

会を開催しました。この講演会は、平成10年

５月から難病患者治療研究事､業へ自己負担が

導入されたもとで、今後の雌病対策の方向性

を占ううえで重要な学習の場となりました。

この中で、一部負担導人の背景には、財政的

な問題と合わせて「患者実態の変化（医療の

進歩による患者の余命や日常生活の質が大幅

に改善された）」があったとして、これまで

全難連会報

　　

を導人し、対策を40疾患とする。

⑤爪症伴病患者入院施設確似事業で、

　　

拠点病院丿烏力病院をあらかじめネ

　　

ットワークで確保する。又、地域支

　　

援対策州進事業で在宅療養支援､汁11111

　　

の策定や評仙を保健所を中心に推進

　　

する。

（4）「|川･村との連携を強化し、居宅牛｡冊

　　

文援ヅ業の充実を図る。

（5）新たに、在宅人工呼吸器使用特定

　　

忠患者訪問看護治療研究事､業を設け

　　

る。

（6）州柄フォーラム（シンポジウム）の

　　

開催。

（7）研修事業や難病情報センターなどの

　　

医療情報の普及。

となっています。

全難連では、この様な方向性が「重症患者を

重視する対策」にとどまらす、「即病対策を

重症患者だけに限定する施策」へと質的

化しないよう、対応を強化しなければなりま

せん。

の･哨tの難病対策から、重症患者対策に重点

　　

２.難病対策に関する要望書提出

をおいた施策に切り換えるとしています。

具体的には、

①特定疾病患者調査研究事･業の中で、

　　

新たに「患者の生活の質（ＱＯＬ）の

　　

向上」のための公募研究を行う。

（2）特定疾患治療研究事業への自己負担

　

平成I1年度の「難病対策に関する予算要望

書」は卜月４日に提出しました。厚生省から

の回答要旨は、以下の通りです。

Ｏ）予算の増額一研究費で5億円増、それ

　　

以外は現状維持。

18
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（2）治療研究事業の対象疾患の増→来年

　　

度一疾患増やしたい。

（3）対象疾患の除外一今の所考えていな

　　

し稲

（4）全額公費負担に→元に戻す考えはな

　　

し稲

（5）研究成果の還元を→インターネット

　　

で情報公開をしている。

（6）実態にあった拠点病院・協力病院を

　　

一まだ充分な取り組みがなされてい

　　

ない。

（7）患者ごとの在宅支援計画を→やっと

　　

その必要性が認識された段階。

（8）新しい訪問相談事業（保健婦・看護

　　

婦・難病監者等）の具体化を→やっ

　　

ていただくよう指導している。

（9）医療利談・訪問相談・居宅生活支援

　　

事･業の実態把梶と強化を→実施数が

　　

まだ少ない。必要性を訴えていきた

　　

い。

(10)ヘルパーさんの川病研修を→積極的

　　

に取り組んでいるようだ。

{11)居宅生冊支援事業の抜本的強化を→

　　

介護は、実情に介わせてカバーした

　　

い。

(12)長期人院施設の伺保を→国立病院・

　　

療養所での受人れを重視している。
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(13)長期に安心して療養できるよう診療

　　

報酬の改定をｰ→病棟で急性期と長期

　　

患者を分けており、特殊疾病医療病

　　

棟の点数を引き上げている。

(14)国立雌病医療センターの設立一国立

　　

病院・療養所をネットワークで結ん

　　

で進めている。

(15)福祉サービスが受けられるよう身体

　　

障害者手帳交付要件の改善を一全て

　　

の難病患者を交付対象にすることは

　　

できない。

(16)補装具判定の改善と速やかな支給を

　　

→手続きは可能な限り簡素化してい

　　

るし、巡回での認定も行っている。

(17)難病患者救済基本法の制定をｰ→治療

　　

研究費を法律の中にどの様に位置づ

　　

けるかが難しい。法律制定のメリッ

　　

トがあるのか疑問。

(18)各個病団体の要望事頂には、誠意を

　　

持って対応を→誠心誠意対応したい。

これら回答の特徴点は、事業の殆どが都道府

県への委託事業になっており、患者の実情に

合わせたきめ絹かな事･業内容となっていない

点です。この意味でも、厚生省保健医療局エ

イズ疾病対策課と合わせて、都道府県の担当

窓口への働きかけが重要になっています。

3｡介護保険制度の取り組み

　

平成目年丿」28日、「介護憚|倹制度について」

をテーマに厚生省老人保健福祉局介護保険制
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度施行準備室の三浦室長補佐を講師に招き、

学習会を開催しました。保険の給付対象は、

65歳以上の第１号被保険者で要介護者（寝た

きり・痴呆）、要支援者（虚弱）と40歳以上

65歳未満の医療保険加入者の第２被保険者で

初老期痴呆、脳血管障害等の老化の起因する

疾病による要介護者、要支援者となっている。

この第２号被保険者で、給付の対象となる15

特定疾病には、筋萎縮性側索硬化症、パーキ

ンソン病、脊髄小脳変成症、後縦収帯骨化症

などの特定疾患治療研究事業の廿策疾患が含

まれており、講演後の質問では多数の方々か

らご意見が寄せられました。

その主なご意見と答弁の要旨は以下の通りで

す。

（1）人工呼吸器を装着した方々が、ことごと

　　

く要介護度が２又は３とされており、納

　　

得できない。

〈答

　

弁〉

ＡＬＳの方は一番高くても要介護度が3との

ご指摘があり、身体的な介護を必要とする人

もある一定の所まで行くように、新しいコン

ピューターシステムを開発中です。

（２）介護保険のサービスメニューにない意思

　　

伝達装置などは、介護保険の適用を受け

　　

た場合でもｲ吏用できるのか。

〈答

　

弁〉

要介護認定を受けて介護保険のサービスを受

けている方でも、意思伝達装置を障害者サー

ビスとして受けることはできます。

（３）訪問看護が医療と福祉の境目にあるので

　　

どちらにあるのか教えて下さい。
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〈答

　

弁〉

介護保険では保健一医療・福祉を一体不可分

の総合的なサービスとして位･置づけており、

訪問看護も介護保険の給付対象になります。

ただ、注意しなければならないのは、訪問看

護は一般の医療でも行われる分野です。要介

護認定を受けた方は介護保険から、受けてい

ない方は医療保険から給付されることになり

ます。例えば、訪問看護の利用が神経難病の

方々については、通常は１週間に3L]までと

なっているのが、上限が撤廃され1週間毎日

いける仕組みになりました。この制度が、

護保険が始まってサービスが少なくなっては

困る。この様な方が、要介護認定を受けた場

合は、介護保険から標準的なサービスとして

週3日、残りの4[]は医療保険からの給付とし

てはどうかと議論しています、との内容でし

た。

平成10年12月21日、日本ＡＬＳ協会を中心に

要望してきた、｢訪問看護にかかる併算定の

容認方｣の要望書を生省保険局医療課及び老

人保険福祉局老人保健課に提出しました。こ

れは、人工呼吸器装着の在宅患者の場合、毎

口でも訪問看護が認められているにもかかわ

らず、実態では、医師が訪問診察するロには

訪問看護が受けられません。

具体的には、

（1）医療機関と訪問看護ステーションが

　　

連携・協力し重篤在宅患者のケアを

　　

行えるよう訪問看護の併用を認めて

　　

下さい。

（2）訪問看護と訪問診療は、目的、役割

　　

が異なるので併算定か可能となるよ

　　

引こして下さい、との要望事項です。

全難連では介護保険制度の改善と合わせて、

患者の実態に合わせて在宅介護が受けられる
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よう、障害者プランによる介護サービスの充

実を求めて行く必要があります。

4｡障害者施設への政策提起

　

日本障害者協議会の政策委員会への委員派

遣（坂本事務局長）を始め、政策提起を重視

して取り組んできました。その内容は、「州

病患者の生きる相利難病心者救済基本法制定

を求める（月刊社会民……i=ﾓ1998今こ|月号）」「難

　　

療への患者負担導大の問題点（月刊保団

連1998年4月号）」「欠落している難病患者の

就労施策（働く広場1998年5月号）」「邨病患

者と医療費の自己負抑（部落1998年8月特別

号）」「基礎構造改革の提言に期待する（JDジ

ャーナル1998年8月号）J「難病患者と障害者

の定義（JDジャーナル1998年I1月号）」「難病

患者と保健所（ぜんかれんレビュー1999年

No27)」や全医労第22川書記研修会への講師

1976年２月2到1第３種郵便物,ぽI･]･(毎週引'>])]・火一木・令曜発行)
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案は阻止することができました。又、この難

病対策の後退に反対する運動を、JPC（日本

患者・家族団体協議会）と共に呼び掛け、脊

髄小脳変成症や神奈川・東京・埼玉県の県難

連との共同行動も財産として残すことができ

ました。この問の運営委貝会の討議を通じ、

一致する要求や課題でのJPCとの共同行動、

全国紙織未加盟患者会への呼び掛けの重要性

が確認されています。この流れは、平成10年

7月19日、平成10年皮総会でのJPC代表からの

連帯の挨拶、全国思者・家族集会への全難連

代表の参加と続いています。姚病患者の抱え

ている問題を解決する為には、JPCと共に、

全国組織末凱盟患者会にも呼び掛け、長期に

療養できる施設の確保、二十四時間の介護が

保証される体制、翔病患者の就労や所得保障、

税制や住宅入居での優遇制度など、課題別の

共同行動が必要となっています。

派遣など、障害者や医療関係団休の機関紙へ

　　

６.全難連の組織強化

の投稿、講師の派遣となっています。邨病患

者が病気を抱えて上きて行く為には、医療。

介護、福祉、就労、所得保障、住宅など日常

　　

の各分野での政策提起が、今後とも必要

　　

っています。

5｡共同行動の前進

　

医療費の171己負批導人に反対する取り組み

は、平成10年5月から州病患者治療研究事業

への一部自己負担〔医雌戟関毎、月人院一万

四千円、外来こ丁･円（‥寸|千円・月２回）が

限度〕の導人を許す結果となりました。しか

し当初、厚牛｡宵が目にしていた「患者数の

多い疾患や対症療法が改善された疾病は、特

定疾患治療研究･」リ

　

この間、「ベーチット病友の会」が全難連

へ復帰し、加盟団体が六団体（11万人）とな

り、役員会での意見交換も活発になってきて

います。一方、これまでの役員体制が大幅に

入れ代わり、「令員連の果たすべき役割とは

何か」との新たな討議が必要となっています。

全員連は、今から27年前の昭和47年4月10日。

10団体の加盟団体で結成されました。その後、

世代交代もあり、当時の状況を知る人が少な

くなってきています。これまでの全員巡の苫

難の歴史を振り返り、今後の州病対策を前進

させるうえで、全側連運動の啼史的総括と今

後の全難連組織の果たすべき役割を明確にす

べき時期となっています。
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平成11年度活動方針

難病患者が安心して療養に専念できる

よう、医療費の公費負担制度の拡充を

求めた取り組みをすすめます。

２

３

重症州病患者の人院施設が硝保される

よう、都道府県への専任職員や協議会

設置と共に、難病患者の実態にあった

拠点病院・協力病院の配置を要望しま

す。

保健所等が核となった、難病患者ごと

の「医療と福祉の支援計画づくり（在

宅療養支援計画策定・評価事業）」の具

体的な推進を要望いたします。

４。重症患者への訪問相談事業（保健婦、

　　

看護婦、難病患者等の相談貝派遣）が

　　

難病患者の実態に合ったものとなるよ

　　

うに要望します。

５

６

各都道府県毎の、医療相談事業・訪問

相談事一業・居宅生活支援事･業等の実施

状況について調査すると共に、その内

容の強化を要望します。

難病の診断基準や治療指針を始めとし

た医療情報の普及促進やホームヘルパ

ー研修等の強化を要望します。

７。難病患者の実態にあった介護保険制度

　　

の確立を要望します。

８

介護保険制度が成立したもとで、障害

者プランに基づく「難病患者等居宅生

活支援事業」の拡充を要望します。
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患者負担の増加や医療保険制度の質的

な低下につながる健康保険制度の改悪

に反対し公的な医療制度の拡充を求め

ます。

10. II本障害者協議会とも協力し、難病患

　　

者の医療、介護、福祉、就労、所得保

　　

障等の政策提起を行います。又、障害

　　

嗇于頻が支給されない難病患者にも、

　　

福祉施策（住宅・税金控除等）の適川

　　

を要望します。

||。難病患者一家族の社会的な救済をめざ

　　

す「難病患者救済基本法」（仮称）の

　　

検討をすすめます。

12.治療研究事業への自己負担導入、医療

　　

保険制度改悪など難病患者組織の強化

　　

が求められるもとで、より積極的に共

　　

同行動の呼びかけを行います。

13.国立病院等の施設見学会、厚生省への

　　

予算要望書の提出･、医療・福祉の講演

　　

会を取り組みます。

14.組織運営

　

①運営委員会の定期開催。

②全難連「会報」の年２回発行、配布部

　

数の拡大。

③加盟団体及び賛助会員の拡大

④事務局体制の整備

⑤全難連運動の総括及び今後のあり方の

　

検討を行います。
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会

　

長

　

武川

　

治j゛（令国筋無ﾉ川ﾐ友の公）

副 会長長谷川

　

孝則卜令叫府勧引仇絵）

副会長畠禅

　

T一代j'り令国膠原病友の会)

事務局長坂本

　

秀夫咋川多允性硬化斤友の会

会1

　

計

　

佐藤

　

河代子（令11掴3原病友の会）

会計監査熊本

　

雄治（目本ＡＬＳ協会）

会計監査柴原紘隆川卜々国腎臓病陪議会

運営委員

　

石片

　

光雄（ベーチェット病友の会）

運営委員

　

土屋

　

仁司淳国多発Ilt破化症友の会】

運営委員紅叫

　

泉（全国筋無力症友の会）
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賛助会員・ご寄付のお願い

　

平成11年度総会は、フ月４日に無事終了し

た。ご協力を頂いた加盟団体や出席して下さ

った皆様に感謝申しあげたい。

昭和４７年に誕生した全難連は、今年で27年

目を迎え、世代交代の時期となっている。各

加盟団体の歴史と運動の到達点が全難連の組

織とありように大きな影響を及ぼす。巣鴨に

あった事務所をたたんで、膠原病の事務所に

全難連加盟団体一覧

●全匡置無力症友の会

　

〒170-0002

　

東京都豊島区巣鴨目ト2-502

　

TEL/03 (3947) 2128

●全国膠原病友の会

　

〒102-0071

　

東京都千代田区富士見2-4-9-203

　

ＴＥＬ／０３（３２８８）○７２１

●（社）全国腎臓病協議会

　

〒171-0031

　

東京都豊島区目白2-38-2紫山会ビル

　

ＴＥＬ／０３（３９８５）フフ６０

●ベーチェット病友の会

　

〒173-0003

　

東京祁板橋区加賀2-1ト1帝京大学医学部内

　

TEL/03 (3964) 3315

●全国多発性硬化症友の会

　

〒175-0083

　

東京都板橋区｛

　

TEL/

●日本ＡＬＳ協会

　

〒162-0837

　

東京都新宿区納戸町7-103

　

TEL/03 (3267) 6942

●全国難病団体連絡協議会

　

刊02-007］東京都千代田区富士見2-4-9-203

　

TEL/03 (3288) 8166

―

間借して３年。各疾病別の難病運動をつなぐ

全国組織の火を消さない様にとの必死の思い

で運営している。今後の全難連組織は新しく

運営委員になられた役員と、全難連の活動を

財政的に支援して下さる賛助会員・寄付者の

双肩にかかっていると言える。

皆様のご支援をお願いします。

力に深く感謝いたします

賢助会員

　

・下重

　

・高橋

　

・神田

　

一本間

　

・若林

　

・染谷

　

・星加

(平成10年度会費納入者)

みちこ様

　　

・安達敦子様

光雄様

　　

・向後和江様

昭市様

　　

・大森

　

トクヨ様

輝雄様

　　

・人田

　

典也様

　

章様

　

・鈴木

　

賓様

　

淳様

　　

・森本栄美子様

正志様

　　

・波辺

　

秀子様

ご寄付者（平成10年度）

　

・中井孝子様

　

・佐伯

　

秀明

　

様

　

・総会時講師様

・佐藤

・服部

純子様

かおる様

　　　

【賛助会員の申込み方法】

・「郵便振替」での申込みです。

・口座番号は、

　

「0018 0-5-195229」

・加入者名は、

　

「全国難病団体連絡協議会」です。

・通信欄に、申込みした方の個人／団体

　

の別および口数も記入して下さい。

※賛助会費は、

　

個人が一口、二千円（年額）

　

団体が一口、一万円（年額）です。
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年
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郵
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）
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九
九
年
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月
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